
ARIDA　2022. １ ⑧

対
象
事
業
　
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
一
時

預
か
り
事
業
、
病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業

申
込
み
　
３
月
31
日
（
木
）
ま
で
（
３
月
に

利
用
し
た
場
合
４
月
５
日
（
火
）
ま
で
）

に
次
の
持
ち
物
を
そ
ろ
え
て
申
請

持
ち
物
　
領
収
書
、
申
請
者
（
保
護
者
）
の

口
座
が
分
か
る
も
の
（
通
帳
等
）、
認
印

　（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

　
　
福
祉
課
　
℡
22 

ー 

３
５
２
４

■「
源
泉
徴
収
票
」
が
届
き
ま
す

　
老
齢
年
金
は
、
所
得
税
法
上
の
雑
所
得
と

し
て
課
税
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
１
年
間
の
年
金
総
額
な
ど
を
記
載
し

た
「
源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
下
旬
頃
に
届
き

ま
す
の
で
、
確
定
申
告
の
際
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※

障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税
の
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※

紛
失
時
な
ど
は
再
交
付
で
き
ま
す
。

　
　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

℡
０
７
３ 

ー 

４
４
７ 

ー 

１
６
６
０

■
国
民
年
金
保
険
料
は

　
　
　
　前
納
の
口
座
振
替
が
お
ト
ク
！

　
口
座
振
替
で
前
納
す
る
と
納
付
書
で
前
納

す
る
よ
り
も
割
引
額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

申
込
み
　
金
融
機
関
ま
た
は
担
当
へ
預
金
通

帳
・
金
融
機
関
届
出
印
・
年
金
手
帳
か
納

付
書
を
持
参
の
上
、
２
月
末
ま
で
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
０
４

　
生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防
Ｗ
ｅ

ｂ
講
演
が
有
田
市
医
師
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
ま
し
た
！

　
桜
ヶ
丘
病
院
の
管
理
栄
養
士  

岩
本 

由
貴

先
生
が
「
今
日
か
ら
始
め
る
生
活
習
慣
病
予

防
」
と
題
し
て
、
食
生
活
や
運
動
に
つ
い
て

詳
し
く
お
話
し
さ
れ
て
い
ま
す
。「
有
田
市

医
師
会
」
で
検
索
、
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

ら
ア
ク
セ
ス
し
て
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

　
　
　
　
健
康
課
　
℡
22 

ー 

３
５
１
２

　
県
の
助
成
を
受
け
、
妊
婦
と
そ
の
夫
に
風

疹
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
対
す
る
助
成
事
業
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
は
令
和
３

年
度
限
り
で
終
了
し
ま
す
。

対
象
　
19
歳
以
上
50
歳
未
満
の
妊
娠
を
希
望

す
る
女
性
・
妊
婦
の
夫

　
接
種
を
希
望
す
る
方
は
令
和
３
年
度
中
に

接
種
し
て
く
だ
さ
い
。（
風
疹
第
５
期
の
助

成
は
継
続
し
て
行
い
ま
す
。）

保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

対
象
者
　「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
る
方
が
い
な

い
場
合
に
、
次
の
順
位
に
よ
る
先
順
位
の

ご
遺
族
お
ひ
と
り

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

１ 

令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
し
た
方

２ 

戦
没
者
等
の
子

３ 

戦
没
者
等
の
①
父
母 

②
孫 

③
兄
弟
姉
妹

４ 

右
記
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
（
生
ま
れ

て
い
た
こ
と
）
が
要
件
に
な
り
ま
す
。
子

に
つ
い
て
は
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
胎

児
も
含
ま
れ
ま
す
。

※

同
じ
親
等
間
で
あ
っ
て
も
戦
没
者
等
の
死

亡
当
時
の
生
計
関
係
の
有
無
等
に
よ
り
、

支
給
順
位
が
か
わ
り
ま
す
。

内
容
　
額
面
25
万
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債

期
間
　
令
和
５
年
３
月
31
日
（
金
）
ま
で

　
　
福
祉
課
　
℡
22 

ー 

３
５
２
２

　
現
在
の
「
物
品
・
役
務
一
般
（
指
名
）
競

争
入
札
参
加
者
」
お
よ
び
「
物
品
納
入
業
者
」

の
登
録
は
３
月
31
日
で
期
限
が
満
了
と
な
り

ま
す
。
４
月
１
日
以
降
有
田
市
と
取
引
を
希

望
さ
れ
る
業
者
は
、
新
た
に
登
録
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

受
付
期
間
　
２
月
１
日
（
火
）
〜
28
日
（
月
）

※

期
間
の
後
半
は
か
な
り
の
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
申
請
手

続
き
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

登
録
有
効
期
間

　
３
年
間
（
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
）

申
請
書
　
総
務
課
で
配
布
、
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
お
願
い

し
ま
す
。

★
１
月
中
に
申
請
書
類
の
事
前
確
認
を
し
ま

す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
　
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
可
能
な

限
り
郵
送
で
の
申
請
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
　
総
務
課
　
℡
22 

ー 

３
７
５
０

①
保
育
料
・
給
食
費
助
成

　
第
２
子
以
降
の
保
育
料
・
給
食
費
を
助
成

し
ま
す
。

　（
第
２
子
に
つ
い
て
は
所
得
制
限
あ
り
）

対
象
施
設
　
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど

も
園
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
等
、
認

可
外
保
育
施
設

※

助
成
内
容
や
申
請
方
法
は
施
設
ご
と
に
異

な
り
ま
す
。

②
育
児
支
援
助
成

　
小
学
生
以
下
の
児
童
を
３
人
以
上
養
育
し

て
い
る
方
を
対
象
に
、
対
象
事
業
を
利
用

し
た
場
合
に
要
す
る
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

※

小
学
校
入
学
前
の
児
童
に
係
る
費
用
の
み

が
助
成
対
象

※

１
世
帯
あ
た
り
年
間
１
５
，０
０
０
円
が
上
限

紀
州
っ
子
い
っ
ぱ
い
サ
ポ
ー
ト
事
業

国
民
年
金

生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防  

Ｗ
ｅ
ｂ
講
演
会

第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
を
受
付
中

風
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
　

　
　
緊
急
助
成
事
業
が
終
了
し
ま
す
！

物
品
・
役
務
一
般
（
指
名
）
競
争
入
札

　
参
加
者
お
よ
び
物
品
納
入
業
者
登
録

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和3年 12月 1日現在】

人口　26,755人（前月比-40人）
男　12,736人　女　14,019人
世帯数　11,737戸

お
し
ら
せ

問 問 問

問問

問　保健センター
　　℡ 82-3223

申
問
・

申

問
・

い
わ
も
と

ゆ

き

⑨ ARIDA　2022. １

①
税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
書
の

書
き
方
な
ど
の
相
談
（
無
料
）

日
程
　
２
月
７
日
（
月
）、
８
日
（
火
）

時
間
　
９
時
30
分
〜
16
時
（
正
午
〜
13
時
を

除
く
）※

相
談
受
付
は
15
時
30
分
ま
で

場
所
　
市
役
所
３
階
　
会
議
室

持
ち
物
　
前
年
分
の
控
え
、源
泉
徴
収
票（
給

与
・
年
金
収
入
の
あ
る
場
合
）、
所
得
控

除
に
係
る
各
種
証
明
書
な
ど
の
申
告
書
の

作
成
に
必
要
な
書
類
と
筆
記
用
具
等

※

「
土
地
・
建
物
・
株
式
等
を
売
却
さ
れ
た

所
得
」「
贈
与
税
」「
相
続
税
」「
山
林
所
得
」

の
相
談
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
相
談
が
必

要
な
場
合
は
湯
浅
税
務
署
ま
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

②
確
定
申
告
会
場
（
湯
浅
税
務
署
）

日
程
　
２
月
16
日
（
水
）
〜
３
月
15
日
（
火
）

（
土
日
祝
を
除
く
）

※

相
談
受
付
は
16
時
ま
で

※

来
場
者
数
に
よ
っ
て
は
16
時
以
前
に
相
談

受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
作

成
済
み
申
告
書
受
付
、
用
紙
の
交
付
は
17

時
ま
で
）

◎
開
設
日
初
日
や
確
定
申
告
期
限
間
際
は
、

大
変
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

※

確
定
申
告
は
ス
マ
ホ
が
便
利
で
す
！

■
感
染
症
対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

◎
早
め
に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。②
は
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

◎
筆
記
用
具
や
計
算
器
具
等
は
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

　
　
湯
浅
税
務
署
　
℡
63 

ー 

５
３
５
１

■
市
役
所
申
告
会
場
で
所
得
税
、

市
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ
る
方
へ 

※

税
務
課
職
員
が
申
告
書
作
成
の
お
手
伝
い

を
行
う
申
告
会
場
で
す
。

※

昨
年
よ
り
事
前
予
約
制
と
し
、
感
染
症
予

防
に
配
慮
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

予
約
受
付
期
間
　
２
月
１
日
（
火
）
〜
２
月

14
日
（
月
）
ま
で
（
土
日
祝
を
除
く
）

日
程
　
２
月
16
日
（
水
）
〜
３
月
14
日
（
月
）

（
土
日
祝
を
除
く
）

時
間
　
９
時
30
分
〜
12
時
・
13
時
〜
16
時
30
分

場
所
　
市
役
所
３
階
　
会
議
室

申
込
み
　
氏
名
・
連
絡
先
・
希
望
日
・
申
告

内
容
等
を
お
電
話
で
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※

予
約
は
先
着
順
で
す
。（
定
員
１
日
24
人
）

※

先
の
方
の
相
談
状
況
に
よ
っ
て
は
お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※

「
青
色
申
告
」「
土
地
・
建
物
・
株
式
の

譲
渡
・
先
物
取
引
な
ど
の
分
離
所
得
」「
住

宅
関
連
の
控
除
申
告
」「
相
続
税
」「
贈
与

税
」「
山
林
所
得
」
等
の
申
告
に
つ
い
て

は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
湯
浅
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
営
業
所
得
・
不
動
産
所
得
・
農
業
所
得
を

申
告
さ
れ
る
方

　
収
支
内
訳
書
は
ご
自
身
で
作
成
し
て
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。（
作
成
さ
れ
て
い
な
い

と
申
告
の
受
付
が
で
き
ま
せ
ん
。）

■
医
療
費
控
除
の
申
告
を
さ
れ
る
方

　「
医
療
費
控
除
明
細
書
」「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
明
細
書
」
の
添
付
が
必

須
で
す
。
会
場
で
の
代
行
作
成
は
し
ま
せ

ん
の
で
、
必
ず
事
前
に
作
成
し
て
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

※

提
出
の
み
の
方
は
、
予
約
不
要
で
す
。

　
前
年
中
収
入
が
無
か
っ
た
方
も
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、福
祉
、

公
営
住
宅
、
教
育
関
係
の
制
度
で
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。令
和
３
年
度
に「
市

民
税
・
県
民
税
申
告
書
」
を
提
出
さ
れ
た
方

に
は
、
用
紙
を
送
付
す
る
予
定
で
す
の
で
、

必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
ご
返
送
く
だ
さ

い
。
送
付
対
象
で
な
い
方
で
市
民
税
・
県
民

税
申
告
書
の
用
紙
を
ご
希
望
の
際
は
、
担
当

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
税
務
課
　
℡
22 

ー 

３
５
７
４

★
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
申
告
が
一
層

　便
利
に
！

◎
ス
マ
ホ
専
用
画
面
の
対
象
が
拡
大
！

◎
カ
メ
ラ
で
源
泉
徴
収
票
を
読
み
取
り

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
で
源
泉
徴

収
票
を
読
み
取
る
と
、
源
泉
徴
収
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
金
額
等
を
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
へ
自
動
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

★
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

　
国
税
庁
で
は
、
電
話
に
よ
る
国
税
に
関

す
る
一
般
的
な
ご
相
談
を｢

電
話
相
談
セ

ン
タ
ー
」
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
湯
浅
税
務
署
（
℡
63 

ー 

５
３
５
１
）
に

電
話
を
か
け
、案
内
に
従
っ
て
、番
号「
１
」

を
選
択
す
る
と
「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」

に
つ
な
が
り
ま
す
。
確
定
申
告
期
に
は
、

番
号
「
０
」
を
選
択
す
る
と
「
確
定
申
告

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
な
が
り
ま
す

の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
湯
浅
税
務
署
　
℡
63 

ー 

５
３
５
１

　
太
陽
光
発
電
等
で
得
た
売
電
収
入
は
、
所

得
と
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
売

電
所
得
が
20
万
円
以
上
で
、
給
与
所
得
等
と

合
算
し
計
算
し
た
結
果
、
所
得
税
が
発
生
す

る
ケ
ー
ス
な
ど
は
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
税
務
署
に
て
確
定
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
確
定
申
告
が
不
要
な
方
で
あ
っ
て

も
、
市･

県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

※

確
定
申
告
で
売
電
所
得
を
含
め
て
申
告
を

し
た
場
合
は
、
改
め
て
市･

県
民
税
の
申

告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

経
費
と
し
て
計
上
し
て
い
な
い
10
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
の
太
陽
光
発
電
設
備
（
個
人

住
宅
用
）
以
外
は
、
事
業
用
資
産
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
償
却
資
産
税
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告
対
象
に
も
な
り
ま
す
。
併
せ
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
　
税
務
課
　
℡
22 

ー 

３
５
７
９

　
令
和
４
年
度
か
ら
の
固
定
資
産
税
が
か
か

ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
１
月
31
日
（
月
）

ま
で
に
そ
の
旨
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
税
務
課
　
℡
22 

ー 

３
５
８
２

市
役
所
で
の
申
告
相
談
は

　
　
　
　
　
電
話
予
約
が
必
要
で
す
！

確
定
申
告  

湯
浅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

太
陽
光
発
電
等
に
よ
る
　

　
　
　
　
　
　
売
電
収
入
が
あ
る
方
へ

令
和
３
年
中
に

　
　
　
家
屋
の
取
り
壊
し
を
し
た
方
へ

問　市民課　℡ 22- 3561

問

問 問

問問

令
和
３
年
度

　
市
県
民
税
（
第
４
期
）

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
７
期
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
７
期
）

　
介
護
保
険
料
（
第
７
期
）

　
　
納
期
限
は
１
月
31
日
（
月
）
で
す
。


